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１ 横浜市の定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所に係る施策 

 

横浜市では平成24年度から定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の整備を進め、現在、市内で

は46事業所が運営しています。 

令和元年の「横浜市高齢者実態調査」によると、要介護者の54.2％の人が「在宅介護サービスを利

用しながら、自宅で暮らし続けたい」と回答しています。１日複数回の柔軟な介護・看護サービスが

受けられる定期巡回・随時対応型訪問介護看護はこうした市民の期待に応えるサービスのひとつと考

えています。 

さらに、「第８期高齢者保健福祉事業計画・介護保険事業計画」では2025年に向けて、段階的に介

護サービスの充実、高齢者を支える地域づくりを進め、各地域の実情に応じた地域包括ケアシステム

の構築を目指しており、介護保険サービスの中でも、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所はこ

の地域包括ケアの一翼を担う、重要なサービスと考えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

～「第８期 横浜市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」より～ 抜粋 
 
 
24時間対応可能な地域密着型サービスの推進 

生活のリズムに合わせた１日複数回の訪問介護サービスと、主治医の指示に基づいた訪問 

看護のサービスを行います。更に緊急時には24 時間365 日いつでも通報に対応し、必要に応

じて随時に訪問介護・看護サービスを提供することで、住み慣れた家での生活を継続するた

めに、必要な支援をします。 

 

＜８期計画における事業所整備予定数＞ 

第８期計画 
令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所数  ４８ ５１ ５３ 
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２ 指定の概要 

 

(1) 申請方法の変更について（公募制の終了） 

今年度からは、事業所を更に幅広く募集するため、開設者の指定申請による指定を行います。手

続きの流れやスケジュールは市ホームページに掲載している「指定申請の流れについて」で 

ご確認ください。 

 

【定期巡回・随時対応型訪問介護看護の新規指定について】 

https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/fukushi-

kaigo/kaigo/shinsei/service/mittyakushinnki.html 

 
参考：「指定申請の流れについて」抜粋 

 

【新規指定受付スケジュール】 

 

  

指定予定月日 

セミナー 

参加申込期限 

（厳守） 

セミナー 

開催日 

（必須） 

図面事前 

送付期限 

（厳守） 

新規指定申請 

連絡票 

送付期限 

（厳守） 

申請書類 

受付期限 

（厳守） 

書類補正完了 

期限 

（厳守） 

2023.6.1 2023.1.18 2023.2.9 2023.3.1 2023.3.15 2023.4.7 2023.4.28 

2023.8.1 2023.3.22 2023.4.12 2023.5.1 2023.5.15 2023.6.7 2023.6.30 

2023.10.1 2023.5.17 2023.6.7 2023.6.30 2023.7.14 2023.8.7 2023.8.31 

2023.12.1 2023.7.19 2023.8.9 2023.9.1 2023.9.15 2023.10.6 2023.10.31 

2024.2.1 2023.9.20 2023.10.11 2023.11.1 2023.11.15 2023.12.7 2023.12.28 

2024.4.1 2023.11.17 2023.12.8 2023.12.28 2024.1.15 2024.2.7 2024.2.29 

2024.6.1 2024.1.23 2024.2.13 2024.3.1 2024.3.15 2024.4.5 2024.4.30 

【ご注意】 

指定申請に関する手続きは、概ね５か月程度（セミナー申込を含む）

の期間を必要とします。 

お時間に余裕を持って、期限を厳守して手続きしてください。 

 

https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/fukushi-kaigo/kaigo/shinsei/service/mittyakushinnki.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/fukushi-kaigo/kaigo/shinsei/service/mittyakushinnki.html
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（２）申請要件 

介護保険法第 78条の２第４項に該当する場合は指定できません。Ｐ６以降をご確認ください。 

また、定期巡回・随時対応型訪問介護看護と夜間対応型訪問介護を一体的に行うことにより、相

互の利用者促進にも繋がりますので、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の指定と併せて夜間対応

型訪問介護の指定も受けていただくようお願いします。 
 
（３）定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所整備状況（令和５年２月現在） 

 

   市内事業所数 45か所 

 

鶴見  5 保土ケ谷 3 青葉  4 

神奈川 2 旭   2 都筑  2 

西   2 磯子  3 戸塚  2 

中   2 金沢  2 栄   2 

南   4 港北  2 泉   2 

港南  1 緑   4 瀬谷  1 

 

 

 

（４）申請できる圏域 

 
【第１段階】 

 
第８期計画においては、各区の要介護認定者数を考慮した区別の上限数を設定します。 
 

上限数 対象区 

５ 鶴見、港南、旭、港北、青葉、戸塚 

４ 神奈川、南、保土ケ谷、磯子、金沢、泉 

 

３ 西、中、緑、都筑、栄、瀬谷 

 

      (下線) 既に上限数を整備済。 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

【ご注意】 

開設準備経費補助金については、予算を上回る補助金申請があった場合、サービス

提供事業所数が相対的に少ない『中部エリア（神奈川区、西区、中区、保土ケ谷

区、旭区、瀬谷区）』をサービス提供地域とする事業所が優先されます。 
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【第２段階】 

 
第８期計画においては、当面の間、必要な整備数に達していない区を対象に、追加の上限 

緩和策を実施します。 
 具体的には、区ごとの上限値を超える場合でも、当該事業所が、まだ必要な整備数に達していない 
隣接区（※3）の「全域」をサービス提供地域に含める場合は、新規申請を可能とします。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 なお、【第２段階】における新規申請を希望される場合は、必ず、事前に健康福祉局介護事業 
指導課（TEL045-671-3466）へご相談ください。 

 
 
（※3）各区の隣接区一覧 

 

  隣接する区 

北
部 

鶴見 神奈川 港北           
港北 鶴見 神奈川 緑 都筑       
緑 青葉 都筑 港北 神奈川 保土ケ谷 旭 瀬谷 

青葉 都筑 緑           
都筑 青葉 緑 港北         

中
部 

神奈川 鶴見 港北 緑 保土ケ谷 西     
西 神奈川 保土ケ谷 南 中       
中 西 南 磯子         

保土ケ谷 神奈川 緑 旭 戸塚 南 西   
旭 緑 瀬谷 泉 戸塚 保土ケ谷     
瀬谷 緑 旭 泉         

南
部 

南 西 保土ケ谷 戸塚 港南 磯子 中   

港南 南 戸塚 栄 磯子       
磯子 中 南 港南 栄 金沢     
金沢 磯子 栄           
戸塚 保土ケ谷 旭 泉 栄 港南 南   
栄 金沢 磯子 港南 戸塚       

泉 瀬谷 旭 戸塚         
＊グレーの箇所は既に上限整備済み。 

【ご注意】 

開設準備経費補助金については、【第１段階】における新規申請をする事業所が 

優先されます。 
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３ 開設準備経費にかかる補助金について 

別紙「横浜市施設開設経費助成特別対策事業費補助金について」をご覧ください。 

 

【開設準備経費にかかる補助金等のおおまかな流れ】 

事業者 横浜市 神奈川県 

 

 補助金申請 

   

 

 

 

 

 

 

 

     見積合せ参加 

      候補者報告書 

 

          契約事業者 

      決定報告書 

     見積書 

 

 

 事業所開所 

 

 補助金実績報告 

 （開所後２週間以内） 

 

   

補助金請求 

 

 

～～～～～～～～～～～～～ 

消費税等仕入控除税額 

報告書の提出 

 

 補助金申請受理 

 県へ補助金申請 

 

 

 

 (県)補助金交付決定連絡 

  

 (市)補助金交付決定通知 

 

 

  

参加事業者を確認後、連絡 

 

   事業者決定報告書及び  

見積書の受理 

 

 事業所指定 

 

  

補助金実績報告受理 

 報告内容の審査 

 補助金額確定通知 

 

  

 

補助金支払 

～～～～～～～～～～～～～ 

 

  受理 

 

 

 補助金申請内容の審査 

 

 

 

 (県)補助金の交付決定通知 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～ 

 

 

開
設
準
備
経
費
の
執
行 

 
 

（
最
大
６
か
月
間
） 

【受付期間】 

 第１回：1/4～3/3 

第２回：4/1～5/19 

第３回：未定 
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参考資料１ 

介護保険法第78条の２（抜粋） 

 

（指定地域密着型サービス事業者の指定）  

第七十八条の二  第四十二条の二第一項本文の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、地域密着型

サービス事業を行う者（地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行う事業にあっては、老人福祉

法第二十条の五 に規定する特別養護老人ホームのうち、その入所定員が二十九人以下であって市町村の

条例で定める数であるものの開設者）の申請により、地域密着型サービスの種類及び当該地域密着型

サービスの種類に係る地域密着型サービス事業を行う事業所（第七十八条の十三第一項及び第七十八条

の十四第一項を除き、以下この節において「事業所」という。）ごとに行い、当該指定をする市町村長

がその長である市町村が行う介護保険の被保険者（特定地域密着型サービスに係る指定にあっては、当

該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用要介護被保険者を

含む。）に対する地域密着型介護サービス費及び特例地域密着型介護サービス費の支給について、その

効力を有する。 

≪中略≫ 

４  市町村長は、第一項の申請があった場合において、次の各号（病院又は診療所により行われる複合

型サービス（厚生労働省令で定めるものに限る。第六項において同じ。）に係る指定の申請にあって

は、第六号の二、第六号の三、第十号及び第十二号を除く。）のいずれかに該当するときは、第四十

二条の二第一項本文の指定をしてはならない。  

一  申請者が市町村の条例で定める者でないとき。  

二  当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、第七十八条の四第一項の市町村の

条例で定める基準若しくは同項の市町村の条例で定める員数又は同条第五項に規定する指定地域密

着型サービスに従事する従業者に関する基準を満たしていないとき。  

三  申請者が、第七十八条の四第二項又は第五項に規定する指定地域密着型サービスの事業の設備及

び運営に関する基準に従って適正な地域密着型サービス事業の運営をすることができないと認めら

れるとき。  

四 当該申請に係る事業所が当該市町村の区域の外にある場合であって、その所在地の市町村長（以下

この条において「所在地市町村長」という。）の同意を得ていないとき。  

四の二  申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなる

までの者であるとき。  

五  申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定

により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であると

き。  

五の二  申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、

その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。  

五の三  申請者が、保険料等について、当該申請をした日の前日までに、納付義務を定めた法律の規

定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく三月以上の期間にわた

り、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等の全てを引き続き滞納している者であると

き。  

六  申請者（認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老

人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者を除く。）が、第七十八条の十（第二号から第五号ま
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でを除く。）の規定により指定（認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又

は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定を除く。）を取り消され、その取消しの日

から起算して五年を経過しない者（当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取

消しの処分に係る行政手続法第十五条 の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員

等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された

者が法人でない事業所である場合においては、当該通知があった日前六十日以内に当該事業所の管理

者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。）であるとき。ただし、

当該指定の取消しが、指定地域密着型サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分

の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定地域密着型サービス事業者による

業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定地域密着型サービス事

業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととす

ることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。  

六の二  申請者（認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介

護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者に限る。）が、第七十八条の十（第二号から第五

号までを除く。）の規定により指定（認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介

護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定に限る。）を取り消され、その取消し

の日から起算して五年を経過しない者（当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当

該取消しの処分に係る行政手続法第十五条 の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の

役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該指定を取り消さ

れた者が法人でない事業所である場合においては、当該通知があった日前六十日以内に当該事業所の

管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。）であるとき。ただ

し、当該指定の取消しが、指定地域密着型サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの

処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定地域密着型サービス事業者に

よる業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定地域密着型サービ

ス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこと

とすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。  

六の三  申請者と密接な関係を有する者（地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の

申請者と密接な関係を有する者を除く。）が、第七十八条の十（第二号から第五号までを除く。）の

規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過していないとき。ただし、当

該指定の取消しが、指定地域密着型サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の

理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定地域密着型サービス事業者による業

務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定地域密着型サービス事業

者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととする

ことが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。  

七  申請者が、第七十八条の十（第二号から第五号までを除く。）の規定による指定の取消しの処分

に係る行政手続法第十五条 の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないこ

とを決定する日までの間に第七十八条の五第二項 の規定による事業の廃止の届出をした者（当該事

業の廃止について相当の理由がある者を除く。）又は第七十八条の八 の規定による指定の辞退をし

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%8c%dc%96%40%94%aa%94%aa&REF_NAME=%8d%73%90%ad%8e%e8%91%b1%96%40%91%e6%8f%5c%8c%dc%8f%f0&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000001500000000000000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000001500000000000000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000001500000000000000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%8c%dc%96%40%94%aa%94%aa&REF_NAME=%8d%73%90%ad%8e%e8%91%b1%96%40%91%e6%8f%5c%8c%dc%8f%f0&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000001500000000000000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000001500000000000000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000001500000000000000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%8c%dc%96%40%94%aa%94%aa&REF_NAME=%8d%73%90%ad%8e%e8%91%b1%96%40%91%e6%8f%5c%8c%dc%8f%f0&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000001500000000000000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000001500000000000000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000001500000000000000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%8c%dc%96%40%94%aa%94%aa&REF_NAME=%91%e6%8e%b5%8f%5c%94%aa%8f%f0%82%cc%8c%dc%91%e6%93%f1%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000007800500000002000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000007800500000002000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000007800500000002000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%8c%dc%96%40%94%aa%94%aa&REF_NAME=%91%e6%8e%b5%8f%5c%94%aa%8f%f0%82%cc%94%aa&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000007800800000000000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000007800800000000000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000007800800000000000000000000000000
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た者（当該指定の辞退について相当の理由がある者を除く。）で、当該届出又は指定の辞退の日か

ら起算して五年を経過しないものであるとき。  

七の二  前号に規定する期間内に第七十八条の五第二項の規定による事業の廃止の届出又は第七十八

条の八の規定による指定の辞退があった場合において、申請者が、同号の通知の日前六十日以内に

当該届出に係る法人（当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。）の役員等若しくは

当該届出に係る法人でない事業所（当該事業の廃止について相当の理由があるものを除く。）の管

理者であった者又は当該指定の辞退に係る法人（当該指定の辞退について相当の理由がある法人を

除く。）の役員等若しくは当該指定の辞退に係る法人でない事業所（当該指定の辞退について相当

の理由があるものを除く。）の管理者であった者で、当該届出又は指定の辞退の日から起算して五

年を経過しないものであるとき。  

八  申請者が、指定の申請前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者で

あるとき。  

九  申請者（認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老

人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者を除く。）が、法人で、その役員等のうちに第四号

の二から第六号まで又は前三号のいずれかに該当する者のあるものであるとき。  

十  申請者（認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老

人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者に限る。）が、法人で、その役員等のうちに第四号

の二から第五号の三まで、第六号の二又は第七号から第八号までのいずれかに該当する者のあるも

のであるとき。  

十一  申請者（認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護

老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者を除く。）が、法人でない事業所で、その管理者

が第四号の二から第六号まで又は第七号から第八号までのいずれかに該当する者であるとき。  

十二  申請者（認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護

老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者に限る。）が、法人でない事業所で、その管理者

が第四号の二から第五号の三まで、第六号の二又は第七号から第八号までのいずれかに該当する者

であるとき。  
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参考資料２ 

介護報酬について 

 

 

 

 

 

【基本報酬 定額報酬（1月）】                   令和３年４月時点（改定後） 

 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護費（Ⅰ） 

〈一体型〉 

定期巡回・随時対応型 

訪問介護看護費(Ⅱ) 

〈連携型〉 介護・看護利用者 介護利用者 

要介護１  ８，３１２単位  ５，６９７単位  ５，６９７単位 

要介護２ １２，９８５単位 １０，１６８単位 １０，１６８単位 

要介護３ １９，８２１単位 １６，８８３単位 １６，８８３単位 

要介護４ ２４，４３４単位 ２１，３５７単位 ２１，３５７単位 

要介護５ ２９，６０１単位 ２５，８２９単位 ２５，８２９単位 

※ 連携型事業所で訪問看護を受ける揚合、別に訪問看護事業所において訪問看護費（要介護１～４

は２，９５４単位、要介護５は３，７５４単位）を算定する。（利用者1人につき、一の訪問看護事

業所において算定。） 

 

 

【減算・日割】 

１ 通所・短期入所ニーズに対応するため、これらのサービス利用時に介護報酬を日割りする。 

 通所系サービス利用時   利用日数に応じて所定単位数を減算する 

 短期入所系サービス利用時 利用日数に応じた日割り計算を行う 

２ 事業所と同一敷地内または隣接する敷地内に所在する建物に居住する者に対してサービス提供を

行った場合、１月につき所定単位数の減算を行う 

３ 上記２のうち、当該建物に居住する利用者の人数が１月あたり50人以上の場合、１月につき600単位

を減算する。 

４ 一体型事業所の利用者が医療保険の訪問看護を利用した揚合、(Ⅰ)の介護利用者の単位を算定す

る。 

５ 准看護師が訪問看護サービスを行った場合は、所定単位数の98％に相当する単位数を算定する。 

  

地域単価 ２級地 11.12円 
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【加算】 

その他、以下に掲げる加算を設定する（抜粋）   

加算名等 単位数 

緊急時訪問看護加算 ３１５単位/月 

特別管理加算 （Ⅰ）５００単位/月、（Ⅱ）２５０単位/月 

ターミナルケア加算 ２,０００単位/死亡月 

初期加算 ３０単位/日 

退院時共同指導加算 ６００単位/回 

生活機能向上連携加算 （Ⅰ）１００単位/月、（Ⅱ）２００単位/月 

総合マネジメント体制強化加算 １,０００単位/月 

サービス提供体制強化加算 

（Ⅰ）７５０単位/月 

（Ⅱ）６４０単位/月 

（Ⅲ）３５０単位/月 

介護職員処遇改善加算 

(Ⅰ)（介護報酬総単位数×13.7％）×11.12％ 

(Ⅱ)（介護報酬総単位数×10.0％）×11.12％ 

(Ⅲ)（介護報酬総単位数×5.5％）×11.12％ 

介護職員等特定処遇改善加算 

(Ⅰ)（介護報酬総単位数（介護職員処遇改善加算を

除く）×6.3％）×11.12％ 

(Ⅱ) （介護報酬総単位数（介護職員処遇改善加算を

除く）×4.2％）×11.12％ 

 

 


